
■ 検討いただきたい事項

（１） 次期計画指標案についての意見

（２） 特別に配慮を要する児者について専門的な歯科口腔医療の対応

可能な病院について、県民へ周知してはいかがか。

但し、病院への過度な患者集中を避け、機能分化・病診連携を

推進するため、日常的な歯科口腔管理は地域の歯科診療所等で受

けるように、県民へ周知を図ってはいかがか。

（３） 新興感染症や災害発生時の歯科医療提供体制構築のため、平時

からどのような準備や取組が必要か。

（４） 専門的な口腔管理による退院支援の観点から、医科歯科（多職

種）連携は重要であるが、歯科の標榜がない病院に関して、どのよ

うな対策が考えられるか。

歯科口腔医療に関する論点
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区
分

指標 現状
目標値
（2029）

目標数値の考え方 備考

歯科口腔
医療の体制

(１) Ｓ 歯科・口腔外科設置病院
45か所
（2023）

45か所
現在の水準を維持
する

医療政策課調べ

特別に支援
の必要な
分野

(２) Ｓ
(１)のうち、障がい児・者への歯
科診療に対応する病院数

18か所
（2023）

18か所
現在の水準を維持
する

健康増進課調べ

(３) Ｓ
摂食嚥下診療に対応する病院数
（医科、歯科）

24か所 24か所
現在の水準を維持
する

信州大学医学部歯科口腔
外科、健康増進課調べ

連携体制
（医科歯科
連携）

(４) Ｓ
専門的な口腔管理による退院支
援を実施している医療機関数

※連携体制
（在宅歯科
口腔医療）

(５) Ｓ
県内歯科診療所のうち在宅療養
支援歯科診療所の割合

20.4％
（2023）

関東信越厚生局「診療報
酬施設基準の届出受理状
況」

(６) Ｐ
歯科訪問診療を実施した件数
（10万対あたり）

3251.9件
（2021）

ＮＤＢ等

(７) Ｐ
歯科衛生士による訪問歯科衛生
指導を実施した件数
（10万対あたり）

1158.4件
（2021）

ＮＤＢ等

※：「在宅医療」の節の数値目標とする。

注）「区分」欄：Ｓ（ストラクチャー指標）Ｐ（プロセス指標）Ｏ（アウトカム指標）
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